
「グリーンシート銘柄及びフェニックス銘柄に関する規則」の一部改正について 

平成 2 7 年５月 1 9 日 

（ 下 線 部 分 変 更 ） 

新 旧 

第 １ 章 総  則 第 １ 章 総  則 

（定義） （定義） 

第 ２ 条 この規則において、次の各号に

掲げる用語の定義は、当該各号に定める

ところによる。 

第 ２ 条 この規則において、次の各号に

掲げる用語の定義は、当該各号に定める

ところによる。 

１～３ （ 現行どおり ） １～３ （ 省   略 ） 

４ 会社内容説明書 

店頭取扱有価証券に係るものについ

ては店頭有価証券規則第５条の要件

を、金商法第２条第１項第８号に規定

する優先出資証券及び同項第 11 号に規

定する投資証券又は新投資口予約権証

券（以下「投資証券等」という。）に係

るものについては 第６条第３項 の要件

をそれぞれ満たした、本条第７号に規

定する取扱会員及び第８号に規定する

準取扱会員（以下「取扱会員等」とい

う。）並びに当該取扱会員等が金融商品

仲介業務（定款第３条第９号に規定す

る金融商品仲介業に係る業務をいう。

以下同じ。）の委託を行う特別会員及び

金融商品仲介業者が投資勧誘を行う際

の説明資料をいう。 

４ 会社内容説明書 

店頭取扱有価証券に係るものについ

ては店頭有価証券規則第５条の要件

を、金商法第２条第１項第８号に規定

する優先出資証券及び同項第11号に規

定する投資証券又は新投資口予約権証

券（以下「投資証券等」という。）に係

るものについては第６条第４項の要件

をそれぞれ満たした、本条第７号に規

定する取扱会員及び第８号に規定する

準取扱会員（以下「取扱会員等」とい

う。）並びに当該取扱会員等が金融商品

仲介業務（定款第３条第９号に規定す

る金融商品仲介業に係る業務をいう。

以下同じ。）の委託を行う特別会員及び

金融商品仲介業者が投資勧誘を行う際

の説明資料をいう。 

５ グリーンシート銘柄 

 店頭取扱有価証券（店頭有価証券規

則第２条第４号イ又はハに該当する発

行会社が発行するものに限る。）、優先

出資証券及び投資証券等のうち、取扱

会員等並びに当該取扱会員等が金融商

品仲介業務の委託を行う特別会員及び

金融商品仲介業者が投資勧誘を行うも

のとして本協会が指定したものをい

う。 

５ グリーンシート銘柄 

 店頭取扱有価証券（店頭有価証券規

則第２条第４号イ又はハに該当する発

行会社が発行するものに限る。以下第

６条第２項において同じ。）、優先出資

証券及び投資証券等のうち、取扱会員

等並びに当該取扱会員等が金融商品仲

介業務の委託を行う特別会員及び金融

商品仲介業者が投資勧誘を行うものと

して本協会が指定したものをいう。 

６～10 （ 現行どおり ） ６～10 （ 省   略 ） 

第 ２ 章 指  定 第 ２ 章 指  定 

（グリーンシート銘柄の区分） （グリーンシート銘柄の区分） 

第 ４ 条 グリーンシート銘柄は、当該銘

柄及びその発行会社の特徴を勘案の上、

第 ４ 条 グリーンシート銘柄は、当該銘

柄及びその発行会社の特徴を勘案の上、
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取扱会員となろうとする会員の届出に基

づき、次の各号のとおり区分することと

する。 

取扱会員となろうとする会員の届出に基

づき、次の各号のとおり区分することと

する。 

１ エマージング 

 取扱会員となろうとする会員におい

て 新たにグリーンシート銘柄としての

指定の届出を行おうとする際に行った

審査の結果 、成長性を有する等により

適当であると判断された企業が発行す

る株券、新株予約権証券又は新株予約

権付社債券（以下「株券等」という。）

を指定する区分 

１ エマージング 

 取扱会員となろうとする会員におい

て第７条に規定する審査を行った結

果、成長性を有する等により適当であ

ると判断された企業が発行する株券、

新株予約権証券又は新株予約権付社債

券（以下「株券等」という。）を指定す

る区分 

２ オーディナリー 

 取扱会員となろうとする会員におい

て 新たにグリーンシート銘柄としての

指定の届出を行おうとする際に行った

審査の結果 、適当であると判断された

企業が発行する株券等を指定する区分 

２ オーディナリー 

 取扱会員となろうとする会員におい

て第７条に規定する審査を行った結

果、適当であると判断された企業が発

行する株券等を指定する区分 

３ 投信・ＳＰＣ 

投資証券等及び優先出資証券のう

ち、取扱会員となろうとする会員にお

いて 新たにグリーンシート銘柄として

の指定の届出を行おうとする際に行っ

た審査の結果 、適当であると判断され

たものを指定する区分 

３ 投信・ＳＰＣ 

 投資証券等及び優先出資証券のう

ち、取扱会員となろうとする会員にお

いて第７条に規定する審査を行った結

果、適当であると判断されたものを指

定する区分 

（グリーンシート銘柄等の指定条件） （グリーンシート銘柄等の指定条件） 

第 ６ 条 取扱会員となろうとする会員

（取扱会員となろうとする会員が代表取

扱会員となる予定の会員を定めた場合

は、当該代表取扱会員となる予定の会

員。以下この項において同じ。）が フェ

ニックス銘柄 として第９条の届出を行お

うとする有価証券は、次に掲げるすべて

の基準を満たしていなければならない。

第 ６ 条 取扱会員となろうとする会員

（取扱会員となろうとする会員が代表取

扱会員となる予定の会員を定めた場合

は、当該代表取扱会員となる予定の会

員。以下この項において同じ。）がグリー

ンシート銘柄等として第９条の届出を行

おうとする有価証券は、次に掲げるすべ

ての基準を満たしていなければならな

い。

１ 発行会社が株主名簿管理人に事務を

委託していること（当該株主名簿管理

人から受託する旨の内諾を得ている場

合を含む。）。 

１ 発行会社が株主名簿管理人（当該有

価証券が投資証券等である場合は投資

信託及び投資法人に関する法律（以下

「投信法」という。）第166条第２項第

８号に規定する投資主名簿等管理人。

以下この号及び第36条第５項第８号に

おいて同じ。）に事務を委託しているこ

と（当該株主名簿管理人から受託する

旨の内諾を得ている場合を含む。）。 

（ 削   る ） ２ 本協会が第９条の指定を行う日まで

に、当該有価証券が本協会の定める様
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式に適合するものとなっていること。 

２・３ （ 現行どおり ） ３・４ （ 省   略 ） 

（ 削   る ） ２ エマージングに区分するグリーンシー

ト銘柄として届出を行おうとする店頭取

扱有価証券に係る会社内容説明書に記載

される事業計画の概要及びその実現性等

には、グリーンシート銘柄として指定し

ようとする日を含む事業年度及びその翌

事業年度における売上高、営業利益、経

常利益等の計画数値を掲げなければなら

ない。 

２ 投信・ＳＰＣに区分するグリーンシー

ト銘柄である優先出資証券及び投資証券

等の発行者は、次のいずれかに該当する

ものでなければならない。 

３ 投信・ＳＰＣに区分するグリーンシー

ト銘柄として届出を行おうとする優先出

資証券及び投資証券等は、発行者が次の

いずれかに該当するものでなければなら

ない。 

１・２ （ 現行どおり ） １・２ （ 省   略 ） 

３ 前項第２号に規定する会社内容説明書

は、発行者において作成するものとし、

次に掲げる要件を満たしたものとする。 

４ 前項第２号に規定する会社内容説明書

は、発行者において作成するものとし、

次に掲げる要件を満たしたものとする。 

１・２ （ 現行どおり ） １・２ （ 省   略 ） 

３ 公認会計士又は監査法人により、金

商法に準ずる監査が行われ、又は資産

の流動化に関する法律若しくは投資信

託及び投資法人に関する法律（以下

「投信法」という。）に基づく監査若し

くはこれらの法律に準ずる監査が行わ

れ、かつ、その総合意見が適正又は適

法である旨の監査報告書が、記載され

ている財務諸表に添付されているこ

と。 

３ 公認会計士又は監査法人により、金

商法に準ずる監査が行われ、又は資産

の流動化に関する法律若しくは投信法

に基づく監査若しくはこれらの法律に

準ずる監査が行われ、かつ、その総合

意見が適正又は適法である旨の監査報

告書が、記載されている財務諸表に添

付されていること。 

４・５  （ 現行どおり ） ５・６ （ 省   略 ） 

（審査） 

第 ７ 条 削除 第 ７ 条 取扱会員となろうとする会員

（取扱会員となろうとする会員が代表取

扱会員となる予定の会員を定めた場合

は、当該代表取扱会員となる予定の会

員。以下この項において同じ。）がエマー

ジング、オーディナリー又は投信・ＳＰ

Ｃに区分するグリーンシート銘柄として

第９条の届出を行おうとする有価証券

は、当該取扱会員となろうとする会員が

あらかじめ当該銘柄及びその発行会社の

次の各号に掲げる事項について審査を行

ったうえで、エマージング、オーディナ

リー又は投信・ＳＰＣに区分するグリー
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ンシート銘柄として適当であると判断し

たものでなければならない。ただし、オ

ーディナリーに区分する場合は第５号及

び第６号を、投信・ＳＰＣに区分する場

合は第４号から第６号を、それぞれ除

く。 

１ 法令遵守状況を含めた社会性 

２ 反社会的勢力を排除する仕組みが構

築されていること。 

３ 適時開示体制の整備状況 

４ 財務諸表又は連結財務諸表に継続企

業の前提に重要な疑義を抱かせる事象

又は状況に関する重要な注記がなされ

ておらず、かつ、公認会計士又は監査

法人が作成する監査報告書において当

該事象又は状況に関する重要な事項が

除外事項とされていないこと及び追記

情報として記載されていないこと。 

５ 事業計画が合理的な根拠に基づいて

作成されており、かつ、その基礎とな

るビジネスモデルに収益性が認められ

ること。 

６ 当該発行会社の属するマーケットの

特性、その中での競争力及びそれを支

える経営資源等を勘案し、事業の成長

性が認められること。 

７ 当該銘柄に投資するに当たってのリ

スク

２ 取扱会員となろうとする会員は、前項

の審査及び判断に責任を負わなければな

らない。なお、代表取扱会員となる予定

の会員が前項の審査及び判断を行った場

合は、当該代表取扱会員となる予定の会

員は当該審査及び判断の内容を取扱会員

となろうとする他の会員に通知するとと

もに、取扱会員となろうとするすべての

会員が連帯して責任を負わなければなら

ない。 

３ 第１項の審査を行おうとする会員は、

あらかじめ、同項に定める項目について

適正な審査を行うに足る社内規則を定

め、本協会に提出しなければならない。

当該社内規則について変更が生じたとき

も同様とする。 

４ 第１項の審査を行う会員は、前項の規

定に基づき本協会に提出した社内規則に

従って当該審査を行わなければならな
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い。また、行った審査の内容、審査の結

果の判断に至る理由、審査の過程におい

て把握した問題点等についての記録を、

書面又は電磁的方法により保存しなけれ

ばならない。 

（届出及び指定） （届出及び指定） 

第 ９ 条 取扱会員となろうとする会員

（取扱会員となろうとする会員が代表取

扱会員となる予定の会員を定めた場合

は、当該代表取扱会員となる予定の会

員。以下この条において同じ。）は、店頭

取扱有価証券（既にグリーンシート銘柄

等として指定されているものを除く。）の

気配を提示し投資勧誘を行おうとする場

合は、当該気配の提示を開始する日の５

営業日前 までに、所定の様式により、本

協会に届け出なければならない。 

第 ９ 条 取扱会員となろうとする会員

（取扱会員となろうとする会員が代表取

扱会員となる予定の会員を定めた場合

は、当該代表取扱会員となる予定の会

員。以下この条において同じ。）は、店頭

取扱有価証券等（既にグリーンシート銘

柄等として指定されているものを除く。）

の気配を提示し投資勧誘を行おうとする

場合は、当該気配の提示を開始する日

の15営業日前（フェニックス銘柄として

投資勧誘を行おうとする場合は５営業日

前）までに、所定の様式により、本協会

に届け出なければならない。 

２ 取扱会員となろうとする会員は、前項

の届出を行うに際しては、フェニックス

銘柄であることを明示するとともに、気

配更新及び売買報告について、日次公表

（毎営業日に更新及び報告する）又は週

次公表（週１回以上更新及び報告する）

のいずれとするかを明示しなければなら

ない。 

２ 取扱会員となろうとする会員は、前項

の届出を行うに際しては、グリーンシー

ト銘柄であるかフェニックス銘柄である

かの別及びグリーンシート銘柄である場

合には第４条に掲げる区分のうち当該銘

柄が該当するものを明示するとともに、

気配更新及び売買報告について、日次公

表（毎営業日に更新及び報告する）又は

週次公表（週１回以上更新及び報告す

る）のいずれとするかを明示しなければ

ならない。なお、エマージングとして区

分して届け出る場合は、日次公表として

明示しなければならない。 

３ 第１項の届出を行うに際しては、会社

内容説明書又は有価証券報告書、半期報

告書及び臨時報告書（以下「会社内容説

明書等」という。）その他本協会が必要と

認める書類を併せて本協会に提出しなけ

ればならない。 

３ 第１項の届出を行うに際しては、会社

内容説明書又は有価証券報告書、半期報

告書及び臨時報告書（以下「会社内容説

明書等」という。）及び第７条第１項の審

査の結果について記した書面その他本協

会が必要と認める書類を併せて本協会に

提出しなければならない。 

４ 本協会は、前項の規定により提出され

た書類に不備が ない 場合には、あらかじ

め公表した上で、当該店頭取扱有価証券

を フェニックス銘柄として指定するとと

もに、当該届出を行った会員を取扱会員

（代表取扱会員となる予定の会員が当該

届出を行った場合は、当該届出において

４ 本協会は、前項の規定により提出され

た書類に不備がなく、取扱会員となろう

とする会員により第７条第１項の審査が

行われたことを前項の規定により提出さ

れた審査の結果について記した書面によ

り確認し、かつ、第２項の規定により明

示されたグリーンシート銘柄であるかフ
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取扱会員となろうとする会員とされた会

員を取扱会員）として指定する。 

ェニックス銘柄であるかの別及びグリー

ンシート銘柄の区分が適当であると認め

た場合には、あらかじめ公表した上で、

当該店頭取扱有価証券等を当該区分に区

分するグリーンシート銘柄又はフェニッ

クス銘柄として指定するとともに、当該

届出を行った会員を取扱会員（代表取扱

会員となる予定の会員が当該届出を行っ

た場合は、当該届出において取扱会員と

なろうとする会員とされた会員を取扱会

員）として指定する。

５ 前項の指定は、本協会が、当該フェニ

ックス銘柄 について、法令及び本協会の

規則で定める条件を満たしていることを

認定し、当該銘柄の会社内容説明書等が

真実かつ正確であり若しくはそのうちに

重要な事項の記載が欠けていないことを

認定し、又は当該銘柄の価値を保証若し

くは承認するものではない。 

５ 前項の指定は、本協会が、当該グリー

ンシート銘柄等について、法令及び本協

会の規則で定める条件を満たしているこ

とを認定し、当該銘柄の会社内容説明書

等が真実かつ正確であり若しくはそのう

ちに重要な事項の記載が欠けていないこ

とを認定し、第７条の審査及び判断が適

正なものであることを認定し、又は当該

銘柄の価値を保証若しくは承認するもの

ではない。

（新たな取扱会員の届出） （新たな取扱会員の届出） 

第 10 条 既に フェニックス銘柄 として指

定されている銘柄の新たな取扱会員とな

ろうとする会員は、気配の提示を開始す

る日の５営業日前までに、すべての既存

の取扱会員との連名をもって、所定の様

式により、本協会に届け出なければなら

ない。ただし、既存の取扱会員が代表取

扱会員を定めている場合は、新たな取扱

会員となろうとする会員と当該代表取扱

会員との連名をもって届出を行うことと

する。この場合、当該代表取扱会員はあ

らかじめ他の既存の取扱会員に対しその

旨を通知することとし、これに異議のあ

る既存の取扱会員は届出の時までに当該

代表取扱会員と協議することとする。 

第 10 条 既にグリーンシート銘柄等とし

て指定されている銘柄の新たな取扱会員

となろうとする会員は、気配の提示を開

始する日の５営業日前までに、すべての

既存の取扱会員との連名をもって、所定

の様式により、本協会に届け出なければ

ならない。ただし、既存の取扱会員が代

表取扱会員を定めている場合は、新たな

取扱会員となろうとする会員と当該代表

取扱会員との連名をもって届出を行うこ

ととする。この場合、当該代表取扱会員

はあらかじめ他の既存の取扱会員に対し

その旨を通知することとし、これに異議

のある既存の取扱会員は届出の時までに

当該代表取扱会員と協議することとす

る。 

２ 前項の届出においては、平成 27 年５月

29 日改正前のこの規則第９条第２項 の明

示について、既に指定されている区分と

同じ明示を行ったものとみなす。 

２ 前項の届出においては、前条第２項の

明示について、既に指定されている区分

と同じ明示を行ったものとみなす。 

３ 本協会は、第１項の届出が適当である

と認めた場合には、あらかじめ公表した

上で、当該届出を行った会員を 当該フェ

ニックス銘柄 の新たな取扱会員として指

３ 本協会は、第１項の届出が適当である

と認めた場合には、あらかじめ公表した

上で、当該届出を行った会員を当該グリ

ーンシート銘柄等の新たな取扱会員とし
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定する。 て指定する。 

（準取扱会員） （準取扱会員） 

第 11 条 フェニックス銘柄 の準取扱会員

となろうとする会員は、気配の提示を開

始する日の５営業日前までに、所定の様

式により、本協会に届け出なければなら

ない。 

第 11 条 グリーンシート銘柄等の準取扱

会員となろうとする会員は、気配の提示

を開始する日の５営業日前までに、所定

の様式により、本協会に届け出なければ

ならない。 

２ 前項の届出においては、平成27年５月

29日改正前のこの規則第９条第２項の明

示について、既に指定されている区分と

同じ明示を行ったものとみなす。 

２ 前項の届出においては、第９条第２項

の明示について、既に指定されている区

分と同じ明示を行ったものとみなす。 

３ 本協会は、第１項の届出が適当である

と認めた場合には、あらかじめ公表した

上で、当該届出を行った会員を 当該フェ

ニックス銘柄 の準取扱会員として指定す

る。 

３ 本協会は、第１項の届出が適当である

と認めた場合には、あらかじめ公表した

上で、当該届出を行った会員を当該グリ

ーンシート銘柄等の準取扱会員として指

定する。 

（グリーンシート銘柄の区分の変更） （グリーンシート銘柄の区分の変更） 

第 12 条 （ 現行どおり ） 第 12 条 （ 省   略 ） 

２ 平成 27 年５月 29 日改正前のこの規則

第５条、第６条第２項、第７条第１項第

５号及び第６号、第７条第２項から第４

項まで並びに第９条第２項から第５項ま

で の規定は、前項の場合について準用す

る。 

２ 第５条から第９条まで（第６条第３項

及び第４項並びに第９条第１項を除く。）

の規定は、前項の場合について準用す

る。 

３ （ 現行どおり ） ３ （ 省 略 ） 

（エマージング区分についての確認） （エマージング区分についての確認）

第 13 条 （ 現行どおり ） 第 13 条 （ 省   略 ） 

２～５  （ 現行どおり ） ２～５  （ 省   略 ） 

６ 平成 27 年５月 29 日改正前のこの規則

第５条、第７条第２項から第４項まで及

び第９条第２項から第５項まで の規定

は、第２項、第４項及び前項の場合につ

いて準用する。 

６ 第５条から第９条まで（第６条第３項

及び第４項並びに第９条第１項を除く。）

及び前条第３項の規定は、第２項、第４

項及び前項の場合について準用する。 

７ （ 現行どおり ） ７ （ 省   略 ） 

第 ７ 章 気配提示・報告及び売買報告 第 ７ 章 気配提示・報告及び売買報告 

（気配の提示、報告及び公表等） （気配の提示、報告及び公表等） 

第 35 条 取扱会員等は、自社が取扱会員

又は準取扱会員として指定されているグ

リーンシート銘柄等の店頭取引を行う際

の売買価格の参考となる売り気配又は買

い気配（以下「気配」という。）を、取扱

部店の店頭等において、平成 27 年５月

第 35 条 取扱会員等は、自社が取扱会員

又は準取扱会員として指定されているグ

リーンシート銘柄等の店頭取引を行う際

の売買価格の参考となる売り気配又は買

い気配（以下「気配」という。）を、取扱

部店の店頭等において、第９条第２項に
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29 日改正前のこの規則第９条第２項 にお

いて日次公表と明示した銘柄については

毎営業日、週次公表と明示した銘柄につ

いては週１回以上の頻度で、継続的に提

示しなければならない。ただし、会社買

収等本協会が特に認めた場合について

は、この限りでない。 

おいて日次公表と明示した銘柄について

は毎営業日、週次公表と明示した銘柄に

ついては週１回以上の頻度で、継続的に

提示しなければならない。ただし、会社

買収等本協会が特に認めた場合について

は、この限りでない。 

２    （ 現行どおり ） ２    （ 省   略 ） 

３ 取扱会員等は、第１項の規定により提

示した直近の気配を、平成 27 年５月 29

日改正前のこの規則第９条第２項 におい

て日次公表と明示した銘柄については毎

営業日の午後５時 00 分までに、週次公表

と明示した銘柄については毎週月曜日

（当日が休業日の場合は、翌営業日）の

午後５時 00 分までに、所定の様式によ

り、本協会に報告しなければならない。 

３ 取扱会員等は、第１項の規定により提

示した直近の気配を、第９条第２項にお

いて日次公表と明示した銘柄については

毎営業日の午後５時00分までに、週次公

表と明示した銘柄については毎週月曜日

（当日が休業日の場合は、翌営業日）の

午後５時00分までに、所定の様式によ

り、本協会に報告しなければならない。 

（ 削   る ） ４ 第９条第４項の指定に際して募集等の

取扱い等を行う場合、当該指定した日か

ら当該募集等の取扱い等に係る券面の交

付日の前営業日までの間、当該銘柄の取

扱会員等は、第１項に規定する当該銘柄

の気配の提示及び前項に規定する本協会

への報告は行わないこととすることがで

きる。この場合、この間において当該取

扱会員等が行うことができる投資勧誘

は、当該募集等の取扱い等に係るものに

限る。 

４ 会員（取扱会員等を除く。第６項 にお

いて同じ。）は、自己の計算において同時

に多数の者に対しグリーンシート銘柄等

の売付け又は買付けの申込みをした場合

及びグリーンシート銘柄等の売買の受託

等をした場合は、日次公表とされている

銘柄については当該営業日の午後５時 00

分までに、週次公表とされている銘柄に

ついては当該営業日の翌週月曜日（当日

が休業日の場合は、翌営業日）の午後５

時 00 分までに、直近の申込みに係る価格

及び数量等を、所定の様式により、本協

会に報告しなければならない。 

５ 会員（取扱会員等を除く。第７項にお

いて同じ。）は、自己の計算において同時

に多数の者に対しグリーンシート銘柄等

の売付け又は買付けの申込みをした場合

及びグリーンシート銘柄等の売買の受託

等をした場合は、日次公表とされている

銘柄については当該営業日の午後５時00

分までに、週次公表とされている銘柄に

ついては当該営業日の翌週月曜日（当日

が休業日の場合は、翌営業日）の午後５

時00分までに、直近の申込みに係る価格

及び数量等を、所定の様式により、本協

会に報告しなければならない。 

５ 取扱会員等は、自社が取扱会員又は準

取扱会員として指定を受けているグリー

ンシート銘柄等の店頭取引の内容につい

て、平成 27 年５月 29 日改正前のこの規

則第９条第２項 において日次公表と明示

した銘柄については毎営業日の午後５時

６ 取扱会員等は、自社が取扱会員又は準

取扱会員として指定を受けているグリー

ンシート銘柄等の店頭取引の内容につい

て、第９条第２項において日次公表と明

示した銘柄については毎営業日の午後５

時00分までに、週次公表と明示した銘柄
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00 分までに、週次公表と明示した銘柄に

ついては毎週月曜日（当日が休業日の場

合は、翌営業日）の午後５時 00 分まで

に、所定の様式により、本協会に報告し

なければならない。 

については毎週月曜日（当日が休業日の

場合は、翌営業日）の午後５時00分まで

に、所定の様式により、本協会に報告し

なければならない。 

６    （ 現行どおり ） ７    （ 省   略 ） 

７ 本協会は、第３項から前項までの規定

により会員から報告されたグリーンシー

ト銘柄等の気配及び売買の内容について

公表する。

８ 本協会は、第３項及び第５項から前項

までの規定により会員から報告されたグ

リーンシート銘柄等の気配及び売買の内

容について公表する。

第 ８ 章 指定の取消し 第 ８ 章 指定の取消し 

（取扱会員としての指定の取消し） （取扱会員としての指定の取消し） 

第 36 条 （ 現行どおり ） 第 36 条 （ 省   略 ） 

２～４  （ 現行どおり ） ２～４  （ 省   略 ） 

５ グリーンシート銘柄等が次の各号のい

ずれかに該当する場合は、本協会は、第

１項の届出によらずに、当該銘柄のすべ

ての取扱会員としての指定を取り消すこ

とができる。 

５ グリーンシート銘柄等が次の各号のい

ずれかに該当する場合は、本協会は、第

１項の届出によらずに、当該銘柄のすべ

ての取扱会員としての指定を取り消すこ

とができる。 

１～７ （ 現行どおり ） １～７ （ 省   略 ） 

８ 株主名簿管理人への株式事務の委託 

 グリーンシート銘柄等の発行会社が

株式事務を株主名簿管理人（当該有価

証券が投資証券等である場合は投信法

第166条第２項第８号に規定する投資主

名簿等管理人）に委託しないこととな

った場合又は委託しないこととなるこ

とが確実となった場合 

８ 株主名簿管理人への株式事務の委託 

 グリーンシート銘柄等の発行会社が

株式事務を株主名簿管理人に委託しな

いこととなった場合又は委託しないこ

ととなることが確実となった場合 

９～14 （ 現行どおり ） ９～14 （ 省 略 ） 

６～８  （ 現行どおり ） ６～８  （ 省   略 ） 

（グリーンシート銘柄等としての指定の取

消し） 

（グリーンシート銘柄等としての指定の取

消し） 

第 37 条 （ 現行どおり ） 第 37 条 （ 省   略 ） 

２ （ 現行どおり ） ２ （ 省 略 ） 

３ 前２項の場合、本協会は、最後の取扱

会員等についての 前条第７項 の公表と同

時に、その旨を公表する。 

３ 前２項の場合、本協会は、最後の取扱

会員等についての前条第６項の公表と同

時に、その旨を公表する。 

第 10 章 雑  則 第 10 章 雑  則 

（金融商品仲介業者に対する指導及び監

督） 

（金融商品仲介業者に対する指導及び監

督） 

第 41 条 会員は、委託先の金融商品仲介 第 41 条 会員は、委託先の金融商品仲介
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業者に対し、第16条第７項、第17条第４

項、第18条第２項、第20条、第21条、第

34条第２項並びに第38条第１項及び第２

項の規定を遵守するよう指導及び監督を

行わなければならない。 

業者に対し、第15条第４項、第16条第７

項、第17条第４項、第18条第２項、第20

条、第21条、第34条第２項、第35条第４

項並びに第38条第１項及び第２項の規定

を遵守するよう指導及び監督を行わなけ

ればならない。 

付 則 

１ この改正は、平成 27 年５月 29 日から

施行する。 

２ 平成 30 年３月 31 日をもってグリーン

シート銘柄の制度が廃止となること及び

その影響について、取扱会員は、発行会

社及び投資者その他の関係者に対する十

分な周知を行う等、混乱を生じさせない

ための実効的な対応を行わなければなら

ない。

３ 改正前の第 15 条第９項、第 16 条第８

項、第 17 条第３項及び第 18 条第３項の

規定に基づくグリーンシート銘柄に係る

公衆の縦覧は、これらの規定にかかわら

ず、平成 30 年３月 31 日をもって、終了

することとする。 
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